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目

次

規

則

○
青
森
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人

事

課)

…

�

訓

令

○
青
森
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
関
係
規
程
の
整
理
に
関

す
る
訓
令

(

人

事

課)

…

�

○
原
子
力
施
設
安
全
検
証
室
設
置
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

同

)

…

�

○
行
政
経
営
推
進
室
設
置
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令

(

同

)

…

�

○
県
境
再
生
対
策
室
設
置
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令

(

同

)

…

�

○
あ
お
も
り
食
品
産
業
振
興
チ
ー
ム
設
置
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令

(

同

)

…

�

規

則

青
森
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
十
七
号

青
森
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
行
政
組
織
規
則

(

昭
和
三
十
六
年
二
月
青
森
県
規
則
第
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

目
次
中

｢

医
療
療
育
セ
ン
タ
ー｣

を

｢

療
育
福
祉
・
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー｣

に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
の
表
総
務
部
の
項
中｢

人
事
課｣

の
下
に｢

、
行
政
経
営
管
理
課｣

を
加
え
、｢

、

財
産
管
理
課｣

を
削
り
、
同
表
環
境
生
活
部
の
項
中

｢

環
境
政
策
課｣

の
下
に

｢

、
環
境
保
全
課｣

を
加
え
る
。

第
十
一
条
の
人
事
課
の
項
の
第
十
一
号
中

｢

及
び
子
ど
も
手
当｣

を
削
り
、
同
項
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

行
政
経
営
管
理
課

一

行
政
改
革
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

二

行
政
管
理
の
改
善
に
関
す
る
こ
と
。

三

そ
の
他
行
政
経
営
品
質
の
向
上
に
関
す
る
こ
と
。

四

外
部
監
査
契
約
に
関
す
る
こ
と
。

五

公
社
等
の
統
廃
合
に
関
す
る
こ
と
。

六

公
社
等
の
運
営
改
善
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

七

公
社
等
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

八

そ
の
他
公
社
等
の
改
革
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

九

フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る
こ
と
。

十

公
有
財
産
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

普
通
財
産
の
管
理
及
び
処
分
に
関
す
る
こ
と
。

十
二

民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

十
三

庁
舎
の
管
理
及
び
運
営
の
総
括
並
び
に
本
庁
舎
及
び
合
同
庁
舎
の
管
理
及
び
運
営
に
関

す
る
こ
と
。

十
四

公
舎
の
管
理
及
び
運
営
の
総
括
並
び
に
合
同
公
舎
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

十
五

県
有
建
築
物

(

県
営
住
宅
を
除
く
。)

及
び
そ
の
附
帯
施
設
の
修
繕
に
関
す
る
こ
と
。

十
六

車
両
保
管
庫
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

十
七

管
理
特
別
会
計

(

光
熱
水
費
及
び
自
動
車
の
保
管
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

に
関
す
る

こ
と
。

十
八

地
方
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
一
条
の
財
産
管
理
課
の
項
を
削
る
。

第
十
一
条
の
二
の
情
報
シ
ス
テ
ム
課
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

社
会
保
障
・
税
番
号
制
度
に
係
る
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
二
条
の
環
境
政
策
課
の
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
を
第
四
号

と
し
、
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
五
号
と
し
、
第
八
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
六
号
と
し
、
第
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十
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
を
削
り
、
同
項
の
第
十
四
号
中

｢

廃
棄
物
及
び
不
法
投
棄
対
策｣

を

｢

一

般
廃
棄
物
対
策｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
の
第
七
号
と
し
、
同
項
の
第
十
五
号
中

｢

関
す
る
こ
と｣

の
下
に

｢
(

環
境
保
全
課
の
分
掌
に
係
る
事
務
を
除
く
。)

｣

を
加
え
、
同
号
を
同
項
の
第
八
号
と

し
、
同
項
の
第
十
六
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
を
七
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項
の
第
十
九
号
中

｢

、
環

境
影
響
評
価
審
査
会｣

を
削
り
、
同
号
を
同
項
の
第
十
二
号
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。環

境
保
全
課

一

産
業
廃
棄
物
及
び
不
法
投
棄
対
策
に
係
る
施
策
の
企
画
、
調
整
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

二

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
こ
と

(

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
及
び
産
業
廃
棄
物
に

関
す
る
事
務
に
限
る
。)
。

三

公
害
防
止
対
策
に
係
る
施
策
の
企
画
、
調
整
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

四

環
境
影
響
評
価
の
審
査
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

五

浄
化
槽
に
関
す
る
こ
と

(

他
課
の
分
掌
に
係
る
事
務
を
除
く
。)

。

六

特
定
工
場
に
お
け
る
公
害
防
止
組
織
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

七

大
気
汚
染
、
水
質
汚
濁
、
土
壌
汚
染
、
騒
音
、
振
動
、
地
盤
沈
下
及
び
悪
臭
の
規
制
に
関

す
る
こ
と
。

八

環
境
影
響
評
価
審
査
会
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
三
条
の
健
康
福
祉
政
策
課
の
項
中
第
十
一
号
を
削
り
、
第
十
二
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
十

三
号
か
ら
第
二
十
三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
の
が
ん
・
生
活
習
慣
病
対
策
課
の
項
に

次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

保
健
師
に
関
す
る
こ
と

(

免
許
、
書
類
の
経
由
等
に
関
す
る
事
務
を
除
く
。)
。

第
十
三
条
の
こ
ど
も
み
ら
い
課
の
項
の
第
九
号
中

｢

及
び
子
ど
も
手
当｣

を
削
り
、
同
項
の
第
十

一
号
中

｢

保
護｣

を

｢

保
護
等｣

に
改
め
、
同
条
の
障
害
福
祉
課
の
項
の
第
十
号
中

｢

医
療
療
育
セ

ン
タ
ー｣

を

｢

療
育
福
祉
・
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー｣

に
改
め
る
。

第
十
四
条
の
農
林
水
産
政
策
課
の
項
の
第
十
三
号
中

｢

、
農
産
園
芸
課
及
び
第
六
条
第
三
項
の
規

定
に
基
づ
き
農
林
水
産
部
に
設
置
さ
れ
た
機
関｣

を

｢

及
び
農
産
園
芸
課｣

に
改
め
、
同
条
の
総
合

販
売
戦
略
課
の
項
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号

を
加
え
る
。

四

食
品
産
業
の
振
興
に
係
る
施
策
の
企
画
、
立
案
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と

(

他
課
の
分
掌

に
係
る
事
務
を
除
く
。)

。

第
十
九
条
の
二
の
二
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中

｢

行
政
改
革
・
危
機
管
理
監｣

を

｢

危
機
管

理
監｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

行
政
改
革
・
危
機
管
理
監｣

を

｢

危
機
管
理
監｣

に
改
め
、

｢

行
政
改
革
に
関
す
る
事
項
及
び｣

を
削
る
。

第
二
十
条
第
二
項
中｢

財
政
課｣

の
下
に｢

、
行
政
経
営
管
理
課｣

を
加
え
、｢

、
財
産
管
理
課｣

を
削
り
、
同
条
第
三
項
中

｢

、
広
報
広
聴
課｣

を
削
り
、

｢

交
通
政
策
課｣

の
下
に

｢

、
広
報
広
聴

課｣

を
加
え
、
同
条
第
四
項
中

｢

補
佐
し｣

の
下
に

｢

、
県
民
生
活
文
化
課
に
係
る
事
務
を
整
理
す

る
と
と
も
に｣

を
加
え
、

｢

県
民
生
活
文
化
課
及
び
環
境
政
策
課｣

を

｢

環
境
政
策
課
、
環
境
保
全

課
及
び
自
然
保
護
課｣

に
、

｢

、
原
子
力
安
全
対
策
課
及
び
自
然
保
護
課｣

を

｢

及
び
原
子
力
安
全

対
策
課｣

に
改
め
、
同
条
第
五
項
中

｢

補
佐
し｣

の
下
に

｢

、
健
康
福
祉
政
策
課
に
係
る
事
務
を
整

理
す
る
と
と
も
に｣

を
加
え
、

｢

健
康
福
祉
政
策
課
、
高
齢
福
祉
保
険
課
、
こ
ど
も
み
ら
い
課
及
び

障
害
福
祉
課｣

を｢

が
ん
・
生
活
習
慣
病
対
策
課
、
医
療
薬
務
課
及
び
保
健
衛
生
課｣

に
、｢

が
ん
・

生
活
習
慣
病
対
策
課
、
医
療
薬
務
課
及
び
保
健
衛
生
課｣

を

｢

高
齢
福
祉
保
険
課
、
こ
ど
も
み
ら
い

課
及
び
障
害
福
祉
課｣

に
改
め
、
同
条
第
六
項
中

｢

補
佐
し｣

の
下
に

｢

、
商
工
政
策
課
に
係
る
事

務
を
整
理
す
る
と
と
も
に｣

を
加
え
、

｢

商
工
政
策
課
及
び
労
政
・
能
力
開
発
課｣

を

｢

地
域
産
業

課
、
産
業
立
地
推
進
課
及
び
新
産
業
創
造
課｣

に
、

｢

地
域
産
業
課
、
産
業
立
地
推
進
課
及
び
新
産

業
創
造
課｣

を

｢

労
政
・
能
力
開
発
課｣

に
改
め
、
同
条
第
七
項
中

｢

食
の
安
全
・
安
心
推
進
課｣

の
下
に

｢

、
団
体
経
営
改
善
課｣

を
加
え
、

｢

団
体
経
営
改
善
課
、｣

を
削
る
。

第
二
十
八
条
第
三
項
第
二
号
中

｢

医
療
療
育
セ
ン
タ
ー

(｣

を

｢

療
育
福
祉
・
医
療
療
育
セ
ン

タ
ー

(｣

に
改
め
る
。

第
三
十
二
条
第
九
項
第
五
号
中

｢

保
護｣

を

｢

保
護
等｣

に
改
め
る
。

第
四
十
一
条
第
一
項
の
表
中

｢

つ
が
る
市
、｣

を
削
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中

｢
(

施
設
の
整

備
に
関
す
る
事
務
を
除
く
。)

｣

を
削
り
、
同
項
第
二
号
ニ
を
同
号
ホ
と
し
、
同
号
ハ
を
同
号
ニ
と

し
、
同
号
ロ
中

｢
(

施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
務
を
除
く
。)

｣

を
削
り
、
同
ロ
を
同
号
ハ
と
し
、

同
号
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ

港
湾
区
域
内
又
は
臨
港
地
区
内
に
お
け
る
水
面
の
埋
立
て
、
盛
土
、
整
地
等
に
よ
る
土
地

の
造
成
及
び
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

第
六
十
条
第
一
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六
十
一
条
第
二
項
中

｢

保
護｣

を

｢

保
護
等｣

に
改
め
る
。

第
三
章
第
二
節
第
三
款
第
七
目
の
目
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
七
目

療
育
福
祉
・
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
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十
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三
沢
支
所

三
沢
市

三
沢
市
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第
六
十
七
条
中｢

医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
は｣

を｢

療
育
福
祉
・
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
は｣

に
改
め
、

同
条
た
だ
し
書
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

た
だ
し
、
青
森
県
立
さ
わ
ら
び
療
育
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務

(
治
療
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

を
除
く
。

第
六
十
七
条
第
一
号
中

｢

肢
体
不
自
由
の｣

を

｢

上
肢
、
下
肢
又
は
体
幹
の
機
能
の
障
害

(

こ
の

号
に
お
い
て

｢
肢
体
不
自
由｣

と
い
う
。)

の｣

に
改
め
、

｢

次
号｣

の
下
に

｢

及
び
第
七
十
条
第

一
項
第
二
号｣

を
、

｢
重
症
心
身
障
害
児｣

の
下
に

｢
(

重
度
の
知
的
障
害
及
び
重
度
の
肢
体
不
自

由
が
重
複
し
て
い
る
児
童
を
い
う
。
次
号
及
び
同
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。)

｣

を
加
え
、
同
条

第
二
号
中

｢

指
導
、｣

を

｢
指
導
及
び｣

に
改
め
、

｢

及
び
治
療｣

を
削
り
、
同
条
第
三
号
中

｢

第

六
号｣

の
下
に｢

及
び
第
七
十
条
第
一
項
第
三
号｣

を
加
え
、
同
条
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五

障
害
者
を
入
所
さ
せ
て
、
入
浴
、
排
せ
つ
及
び
食
事
の
介
護
、
創
作
的
活
動
及
び
生
産
活
動

の
機
会
の
提
供
等
の
便
宜
を
供
与
す
る
こ
と
。

第
六
十
八
条
中

｢

医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
の｣
を

｢

療
育
福
祉
・
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
の｣

に
、

｢

青
森
県
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
条
例｣

を

｢

青
森
県
療
育
福
祉
・
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
条
例｣

に
改

め
、
同
条
の
表
中

｢

青
森
県
立
あ
す
な
ろ
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー｣

を

｢

青
森
県
立
あ
す
な
ろ
療
育
福

祉
セ
ン
タ
ー｣

に
、

｢

青
森
県
立
さ
わ
ら
び
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー｣

を

｢

青
森
県
立
さ
わ
ら
び
療
育

福
祉
セ
ン
タ
ー｣

に
改
め
る
。

第
六
十
九
条
及
び
第
七
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

内
部
組
織)

第
六
十
九
条

療
育
福
祉
・
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
に
生
活
支
援
部
及
び
診
療
部
を
置
く
。

２

療
育
福
祉
・
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
の
長
は
、
生
活
支
援
部
に
課
を
、
診
療
部
に
科
を
置
く
こ
と

が
で
き
る
。

(

分
掌
事
務)

第
七
十
条

生
活
支
援
部
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

二

肢
体
不
自
由
児
及
び
重
症
心
身
障
害
児
の
生
活
指
導
及
び
保
育
に
関
す
る
こ
と
。

三

障
害
者
等
に
対
す
る
生
活
上
の
便
宜
の
供
与
に
関
す
る
こ
と
。

四

入
退
所
及
び
通
所
並
び
に
診
療
の
受
付
に
関
す
る
こ
と
。

五

給
食
に
関
す
る
こ
と
。

六

診
療
報
酬
の
請
求
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

２

診
療
部
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

診
療
に
関
す
る
こ
と
。

二

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
こ
と
。

三

看
護
に
関
す
る
こ
と
。

四

調
剤
に
関
す
る
こ
と
。

３

課
及
び
科
の
分
掌
事
務
は
、
療
育
福
祉
・
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
の
長
が
定
め
る
。

第
百
二
十
一
条
第
一
号
中

｢

関
す
る
こ
と｣

の
下
に

｢
(

用
地
の
買
収
及
び
補
償
に
関
す
る
事
務

を
除
く
。)
｣

を
加
え
る
。

第
百
二
十
五
条
第
一
項
中

｢

青
森
県
立
あ
す
な
ろ
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー｣

を

｢

療
育
福
祉
・
医
療

療
育
セ
ン
タ
ー｣

に
、

｢

、
部
及
び
科｣

を

｢

及
び
部｣

に
改
め
る
。

第
百
二
十
六
条
第
一
項
中

｢

及
び
美
術
統
括
監｣

を
削
り
、
同
条
第
二
項
中

｢

第
三
項
並
び
に｣

及
び

｢

、
班
を
置
く
出
先
機
関
に
あ
つ
て
は
班
長
を｣

を
削
り
、

｢

部
を
置
く
出
先
機
関｣

の
下
に

｢
(

療
育
福
祉
・
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
を
除
く
。)

｣

を
加
え
、
同
条
第
三
項
中

｢

、
第
三
項
及
び

第
五
項｣

を

｢

か
ら
第
五
項
ま
で｣

に
改
め
、

｢

第
三
項
並
び
に｣

及
び

｢

、
班
を
置
く
出
先
機
関

に
あ
つ
て
は
副
班
長
を｣

を
削
り
、

｢

部
を
置
く
出
先
機
関｣

の
下
に

｢
(

療
育
福
祉
・
医
療
療
育

セ
ン
タ
ー
を
除
く
。)

｣

を
加
え
る
。

第
百
二
十
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中

｢

、
班｣

を
削
る
。

第
百
二
十
九
条
の
見
出
し
を

｢
(

青
森
県
中
小
企
業
調
停
審
議
会
に
対
す
る
準
用
規
定)

｣

に
改

め
、
同
条
中

｢

青
森
県
中
小
企
業
調
停
審
議
会
に
、
附
属
機
関
条
例
第
六
条
の
規
定
は
青
森
県
森
林

審
議
会
に
こ
れ
を｣

を

｢

、
青
森
県
中
小
企
業
調
停
審
議
会
に｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
企
画
政
策
部
情
報
シ
ス
テ
ム
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
三
地
域
県
民
局
の
地
域
整
備
部
の
項
中

｢

白
糠
バ
イ
パ
ス
整
備
推
進
監｣

を

｢

む
つ
南
・

白
糠
バ
イ
パ
ス
整
備
推
進
監｣

に
改
め
、
同
表
青
森
県
立
あ
す
な
ろ
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
の
項
中

｢

青
森
県
立
あ
す
な
ろ
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー｣

を｢

青
森
県
立
あ
す
な
ろ
療
育
福
祉
セ
ン
タ
ー｣

に
、

｢
次
長
、
科
長｣

を

｢

部
長｣

に
改
め
、
同
表
青
森
県
立
さ
わ
ら
び
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
の
項
中

｢
青
森
県
立
さ
わ
ら
び
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー｣

を｢

青
森
県
立
さ
わ
ら
び
療
育
福
祉
セ
ン
タ
ー｣

に
、

｢

次
長｣
を

｢

部
長｣

に
改
め
、
同
表
青
森
県
立
美
術
館
の
項
中

｢

、
美
術
統
括
監｣

を
削
る
。

別
表
第
四
第
一
号
の
表
科
長
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
四
第
三
号
の
表
白
糠
バ
イ
パ
ス
整
備
推
進
監
の
項
中

｢

白
糠
バ
イ
パ
ス
整
備
推
進
監｣

を
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環
境
生
活
部

環
境
保
全
課

県
境
再
生
対

策
監

岩
手
県
と
の
県
境
に
お
け
る
不
法
投
棄
対
策
に
関
す
る
調
整

及
び
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
務
に
従
事
す
る
。

部
長

当
該
部
の
事
務
を
掌
理
す
る
。



( )
｢

む
つ
南
・
白
糠
バ
イ
パ
ス
整
備
推
進
監｣

に
、

｢

白
糠
バ
イ
パ
ス
の｣

を

｢

む
つ
南
バ
イ
パ
ス
及

び
白
糠
バ
イ
パ
ス
の｣

に
改
め
、
同
表
美
術
統
括
監
の
項
を
削
る
。

別
表
第
六
青
森
県
私
立
学
校
審
議
会
の
項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
六
青
森
県
固
定
資
産
評
価
審
議
会
の
項
中

｢

｢

を

に
改
め
、
同
表
青
森
県
地
方
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員

｣

｣

会
の
項
及
び
青
森
県
環
境
影
響
評
価
審
査
会
の
項
を
削
り
、
同
表
青
森
県
公
害
審
査
会
の
項
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
六
青
森
県
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
推
進
会
議
の
項
中

｢

事
務
を
処
理
す
る
こ
と｣

を

｢

事

務
を
処
理
し
、
及
び
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す

る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

(

平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
六
号)

に
よ
る
改
正
後
の
就
学
前

の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律

(

平
成
十
八
年
法
律

第
七
十
七
号)

の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
調
査
審
議
す
る
こ
と｣

に
改
め
、

同
表
青
森
県
森
林
審
議
会
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
六
青
森
県
建
設
工
事
紛
争
審
査
会
の
項
中

｢
｢

を

に
改
め
、
同
表
青
森
県

｣
｣

｢

｢
土
地
利
用
審
査
会
の
項
中

を

に
改
め
、
同
表
青
森
県
水
防

｣

｣

｢
｢
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青
森
県

地
方
独

立
行
政

法
人
評

価
委
員

会

地
方
独
立
行
政
法
人
法

(
平
成
十
五
年
法
律
第
百

十
八
号)

第
十
一
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
次
に
掲

げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

地
方
独
立
行
政
法
人

の
業
務
の
実
績
に
関
す

る
評
価
に
関
す
る
こ
と
。

二

そ
の
他
地
方
独
立
行

政
法
人
法
に
よ
り
そ
の

権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た

事
項
を
処
理
す
る
こ
と
。

委
員

長委
員

学
識
経
験
を

有
す
る
者

五
人

以
内

二
年

委
員

の
互

選

行
政

経
営

管
理

課

地
方

税
法

の
規

定
に

よ
る
。

二
年

十
人

以
内

二
年

青
森
県

環
境
影

響
評
価

審
査
会

青
森
県
環
境
影
響
評
価
条

例

(

平
成
十
一
年
十
二
月

青
森
県
条
例
第
五
十
六
号)

の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限

に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を

調
査
審
議
す
る
こ
と
。

会
長

副
会

長委
員

学
識
経
験
を

有
す
る
者

二
十

人
以

内

二
年

委
員

の
互

選

環
境

保
全

課

青
森
県

森
林
審

議
会

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年

法
律
第
二
百
四
十
九
号)

又
は
そ
の
他
の
法
令
の
規

定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属

さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理

す
る
ほ
か
、
同
法
の
施
行

に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ

い
て
知
事
の
諮
問
に
応
じ

て
答
申
し
、
及
び
こ
れ
ら

の
事
項
に
つ
い
て
関
係
行

政
庁
に
建
議
す
る
こ
と
。

森
林

法
の

規
定

に
よ

る
。

森
林
法
の
規

定
に
よ
る
。

十
二

人
以

内

森
林

法
の

規
定

に
よ

る
。

森
林

法
の

規
定

に
よ

る
。

林
政

課

建
設

業
法

の
規

定
に

よ
る
。

建
設

業
法

の
規

定
に

よ
る
。

建
設

業
法

の
規

定
に

よ
る
。

監
理

課

十
五

人
以

内

建
設

業
法

の
規

定
に

よ
る
。

建
設

業
法

の
規

定
に

よ
る
。

監
理

課

国
土

利
用

計
画

法
の

規
定

に
よ

る
。

三
年

七
人

以
内

三
年

十
四

人
以

関
係

行
政

水
防

法
の

関
係

行
政



( )

協
議
会
の
項
中

を

に
改
め
、
同
表
青
森
県
建
築
士
審
査
会

｣
｣

｢
｢

の
項
中

を

に
改
め
る
。

｣
｣

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

青
森
県
褒
賞
規
則
及
び
青
森
県
災
害
対
策
本
部
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正)

２

次
に
掲
げ
る
規
則
の
規
定
中

｢

行
政
改
革
・
危
機
管
理
監｣

を

｢

危
機
管
理
監｣

に
改
め
る
。

一

青
森
県
褒
賞
規
則

(

昭
和
三
十
三
年
二
月
青
森
県
規
則
第
十
五
号)

第
十
条
第
二
項

二

青
森
県
災
害
対
策
本
部
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
三
十
八
年
四
月
青
森
県
規
則
第
二
十
九
号)

第
三
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
五
条
第
一
項
の
表
対
策
連
絡
部
の
項

(

青
森
県
車
両
保
管
庫
使
用
規
則
の
一
部
改
正)

３

青
森
県
車
両
保
管
庫
使
用
規
則

(

昭
和
五
十
九
年
九
月
青
森
県
規
則
第
四
十
九
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中

｢

総
務
部
財
産
管
理
課｣

を

｢

総
務
部
行
政
経
営
管
理
課｣

に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
中｢

総
務
部
財
産
管
理
課
長｣

を｢

総
務
部
行
政
経
営
管
理
課
長｣

に
、｢

｢

財

産
管
理
課
長｣

を

｢
｢

行
政
経
営
管
理
課
長｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中

｢

財
産
管

理
課
長｣

を

｢

行
政
経
営
管
理
課
長｣

に
改
め
る
。

第
三
条
第
二
項
及
び
第
五
条
第
一
項
中

｢

財
産
管
理
課
長｣

を

｢

行
政
経
営
管
理
課
長｣

に
改

め
る
。

第
一
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式
中｢財

産
管
理
課
長
｣

を｢行
政
経
営
管
理
課
長
｣

に
改
め
る
。

訓

令

青
森
県
訓
令
甲
第
四
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

労
働
委
員
会
事
務
局

青
森
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
関
係
規
程
の
整
理
に
関
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。平

成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
関
係
規
程
の
整
理
に
関
す
る
訓
令

(

青
森
県
庁
議
運
営
規
程
等
の
一
部
改
正)

第
一
条

次
に
掲
げ
る
訓
令
の
規
定
中

｢

行
政
改
革
・
危
機
管
理
監｣

を

｢

危
機
管
理
監｣

に
改
め

る
。

一

青
森
県
庁
議
運
営
規
程

(

昭
和
三
十
七
年
四
月
青
森
県
訓
令
甲
第
十
七
号)

第
三
条

二

青
森
県
消
防
関
係
職
員
服
装
規
程

(

昭
和
二
十
七
年
三
月
青
森
県
訓
令
甲
第
十
四
号)

第
一

条
三

青
森
県
消
防
関
係
職
員
服
制

(

昭
和
三
十
年
三
月
青
森
県
訓
令
甲
第
五
号)

別
表

(
青
森
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
改
正)

第
二
条

青
森
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程

(

昭
和
五
十
二
年
四
月
青
森
県
訓
令
甲
第
六
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中

｢

青
森
県
立
あ
す
な
ろ
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー｣

を

｢

青
森
県
立
あ
す
な
ろ
療
育
福
祉
セ
ン
タ
ー｣

に
改
め
る
。

(

技
能
職
員
等
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正)

第
三
条

技
能
職
員
等
の
給
与
に
関
す
る
規
程

(

昭
和
三
十
六
年
一
月
青
森
県
訓
令
甲
第
一
号)

の
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法
の

規
定

に
よ

る
。

行
政

機
関

の
委

員
以

外
の

委
員

に
つ

い
て

は
二

年

人
以

内

行
政

機
関

の
委

員
以

外
の

委
員

に
つ

い
て

は
、

二
年

建
築

士
法

の
規

定
に

よ
る
。

建
築

士
法

の
規

定
に

よ
る
。

建
築

士
法

の
規

定
に

よ
る
。

建
築

住
宅

課

五
人

以
内

建
築

士
法

の
規

定
に

よ
る
。

建
築

士
法

の
規

定
に

よ
る
。

建
築

住
宅

課



( )

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
二
項
中

｢

あ
す
な
ろ
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
又
は
さ
わ
ら
び
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー｣

を

｢
あ
す
な
ろ
療
育
福
祉
セ
ン
タ
ー
又
は
さ
わ
ら
び
療
育
福
祉
セ
ン
タ
ー｣

に
改
め
る
。

(
青
森
県
文
書
取
扱
規
程
の
一
部
改
正)

第
四
条

青
森
県
文
書
取
扱
規
程

(

平
成
二
十
五
年
九
月
青
森
県
訓
令
甲
第
十
七
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
二
項
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

八

危
機
管
理
監
印

第
十
三
条
の
表
行
政
改
革
・
危
機
管
理
監
印
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
の
表
第
一
号
１
�
及
び
第
三
十
一
条
た
だ
し
書
中

｢

行
政
改
革
・
危
機
管

理
監｣

を

｢

危
機
管
理
監｣

に
改
め
る
。

｢
｢

別
表
第
一
の
１
�
イ
中

を

に
改
め
、
同
表
の
２
の
表

｣
｣

中

｢行
政
改
革
・
危
機
管
理
監
印
｣

を

｢危
機
管
理
監
印
｣

に
改
め
る
。

(

本
庁
守
衛
等
就
業
規
則
の
一
部
改
正)

第
五
条

本
庁
守
衛
等
就
業
規
則

(

昭
和
三
十
一
年
六
月
青
森
県
訓
令
甲
第
四
十
一
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
及
び
第
六
条
中

｢

財
産
管
理
課
長｣

を

｢

行
政
経
営
管
理
課
長｣

に
改
め
る
。

(

青
森
県
民
間
資
金
等
活
用
事
業
推
進
会
議
規
程
の
一
部
改
正)

第
六
条

青
森
県
民
間
資
金
等
活
用
事
業
推
進
会
議
規
程

(

平
成
十
四
年
五
月
青
森
県
訓
令
甲
第
三

十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
三
項
中

｢

財
産
管
理
課
長｣

を

｢

行
政
経
営
管
理
課
長｣

に
改
め
る
。

第
八
条
中

｢

財
産
管
理
課｣

を

｢

行
政
経
営
管
理
課｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
中

｢

財
産
管
理
課
担
当｣

を

｢

行
政
経
営
管
理
課
担
当｣

に
改
め
、

｢

財
政
課
長｣

の
下
に

｢

、
行
政
経
営
管
理
課
長｣

を
加
え
、

｢

、
財
産
管
理
課
長
、
行
政
経
営
推
進
室
長｣

を

削
る
。

(

青
森
県
企
業
誘
致
対
策
連
絡
会
議
設
置
規
程
及
び
青
森
県
農
村
地
域
工
業
等
導
入
促
進
対
策
連

絡
会
議
設
置
規
程
の
一
部
改
正)

第
七
条

次
に
掲
げ
る
訓
令
の
規
定
中

｢

環
境
政
策
課
長｣

の
下
に

｢

、
環
境
保
全
課
長｣

を
加
え

る
。

一

青
森
県
企
業
誘
致
対
策
連
絡
会
議
設
置
規
程(

昭
和
三
十
七
年
一
月
青
森
県
訓
令
甲
第
二
号)

別
表
二

二

青
森
県
農
村
地
域
工
業
等
導
入
促
進
対
策
連
絡
会
議
設
置
規
程

(

昭
和
四
十
六
年
十
二
月
青

森
県
訓
令
甲
第
二
十
九
号)

第
三
条
第
二
項

(

青
森
県
土
地
利
用
対
策
会
議
規
程
の
一
部
改
正)

第
八
条

青
森
県
土
地
利
用
対
策
会
議
規
程

(

昭
和
四
十
八
年
五
月
青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
中

｢

環
境
政
策
課
長｣

を

｢

環
境
保
全
課
長｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
訓
令
甲
第
五
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

原
子
力
施
設
安
全
検
証
室
設
置
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

原
子
力
施
設
安
全
検
証
室
設
置
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

原
子
力
施
設
安
全
検
証
室
設
置
規
程

(

平
成
十
五
年
九
月
青
森
県
訓
令
甲
第
四
十
六
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中

｢

交
通
政
策
課｣

を

｢

企
画
調
整
課｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
訓
令
甲
第
六
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関
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危
機
管
理
監
印

防
災
消
防
課
長

青
森

県

総
務
部
行
政
改
革

・
危
機
管
理
監
印

青
森

県

総
務

部

危
機
管
理
監
印



( )

行
政
経
営
推
進
室
設
置
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

行
政
経
営
推
進
室
設
置
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令

行
政
経
営
推
進
室
設
置
規
程

(

平
成
十
三
年
十
二
月
青
森
県
訓
令
甲
第
四
十
三
号)

は
、
廃
止
す

る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
訓
令
甲
第
七
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

県
境
再
生
対
策
室
設
置
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

県
境
再
生
対
策
室
設
置
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令

県
境
再
生
対
策
室
設
置
規
程(

平
成
十
五
年
九
月
青
森
県
訓
令
甲
第
四
十
五
号)
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
訓
令
甲
第
八
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

あ
お
も
り
食
品
産
業
振
興
チ
ー
ム
設
置
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

あ
お
も
り
食
品
産
業
振
興
チ
ー
ム
設
置
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令

あ
お
も
り
食
品
産
業
振
興
チ
ー
ム
設
置
規
程(

平
成
二
十
二
年
三
月
青
森
県
訓
令
甲
第
四
号)

は
、

廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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